
◼公共交通を再編して運行の効率化と利用者の利便性向上を図るとともに、交通空白地の移動手段を確保
（事業実施期間：令和６年度～令和９年度）

伊佐市地域公共交通利便増進実施計画

利便増進事業の内容

○定時定路線のバスをデマンド交通へ移行
・定時定路線で運行している「市内バス」のうち
利用が低迷している「羽月北線」について、
デマンド交通（「のりあいタクシー」）へ移行

○バス停の環境整備･情報発信の強化
  ・バス停の待合環境の整備等に取り組むとともに、
公共交通マップの作成や説明会開催等で周知を図る

○デマンド交通の運行見直し
・「のりあいタクシー」を路線型からドアツードア方式へ変更し、
１６路線を６エリアに統合

・地域のニーズに合わせ、市街地のバス停や病院、
スーパーまで運行区間を拡大

 ・運行費用増加を踏まえつつ、利用者への分かりやすさを
考慮し、全区間300円の均一運賃制を導入


	スライド 1

